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第１ 趣旨

基幹水利施設保全管理対策実施要綱（平成23年４月１日付け22農振第2207

号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。）に定める基幹水利施

設保全管理対策（以下「本対策」という。）の実施の運用については、要綱

によるほか、この実施要領によるものとする。

第２ 対策の内容

１ 要綱第２の１の(1)の内容は、別紙１によるものとする。

２ 要綱第２の１の(2)の内容は、別紙２によるものとする。

３ 要綱第２の１の(3)の内容は、別紙３によるものとする。

第３ 対策の実施手続

要綱第４のうち、本対策の実施に必要な資料の種類、農林水産省農村振興

局長への提出手順は、別紙１から別紙３までの第４に定めるとおりとする。

殿



附 則 この通知は、平成25年５月16日から施行する。

附 則

１ この通知は、平成28年４月１日から施行する。

２ この通知による改正前にこの要領に基づき実施した事業の実施結果の報告

については、なお従前の例による。

附 則

１ この通知は、平成31年４月１日から施行する。


